
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
三
号

総
合
特
別
区
域
法
施
行
令

内
閣
は
、
総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
項
第
二
号
並
び
に
第
五
十
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
事
業
）

第
一
条
　
総
合
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
そ
の
他
環
境
の
保
全
に
資
す
る
高
度
な
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
又
は
そ
の
成
果
を
活
用
し
た
製
品
の
開
発
若
し
く
は
生
産
若
し
く
は
役
務
の
開
発
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の

二
　
高
度
な
医
療
の
提
供
に
資
す
る
医
療
技
術
、
医
療
機
器
若
し
く
は
医
薬
品
の
研
究
開
発
又
は
そ
の
成
果
を
活
用
し
た
製
品
の
開
発
若
し
く
は
生
産
若
し
く
は
役
務
の
開
発
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
我
が
国
の
経
済
社
会
の
活
力
の
向
上
及
び
持
続
的
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
産
業
に
係
る
高
度
な
産
業
技
術
の
研
究
開
発
又
は
そ
の
成
果
を
活
用
し
た
製
品
の
開
発
若
し
く
は
生

産
若
し
く
は
役
務
の
開
発
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

四
　
国
際
海
上
輸
送
網
の
拠
点
と
な
る
港
湾
若
し
く
は
国
際
航
空
輸
送
網
の
拠
点
と
な
る
空
港
の
整
備
若
し
く
は
運
営
又
は
こ
れ
ら
の
港
湾
若
し
く
は
空
港
を
拠
点
と
し
て
我
が
国
と
外
国
と
の
間
に
お
い
て
行
う
貨
物
の
運
送
に
関

す
る
事
業
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

五
　
我
が
国
の
経
済
社
会
の
活
力
の
向
上
及
び
持
続
的
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
産
業
に
係
る
国
際
的
な
事
業
機
会
の
創
出
そ
の
他
当
該
産
業
に
係
る
国
際
的
な
規
模
の
事
業
活
動
の
促
進
に
資
す
る
事
業
で
あ
っ
て
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の

（
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
事
業
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
地
域
で
生
産
さ
れ
た
農
林
水
産
物
の
利
用
の
促
進
、
農
林
水
産
業
の
担
い
手
の
育
成
及
び
確
保
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
農
林
水
産
業
の
振
興
に
資
す
る
事
業
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

二
　
地
域
に
お
け
る
子
育
て
の
支
援
、
地
域
住
民
の
健
康
の
保
持
増
進
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
増
進
又
は
保
健
医
療
の
向
上
に
資
す
る
事
業
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

三
　
地
域
の
観
光
資
源
を
活
用
し
た
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
観
光
の
振
興
に
資
す
る
事
業
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

四
　
資
源
の
有
効
利
用
の
促
進
、
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
確
保
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
環
境
の
保
全
及
び
向
上
に
資
す
る
事
業
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
の
特
性
に
即
し
た
産
業
の
振
興
、
地
域
住
民
の
利
便
の
増
進
そ
の
他
の
地
域
の
活
性
化
に
資
す
る
経
済
的
社
会
的
効
果
を
及
ぼ
す
事
業
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

（
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
計
画
に
つ
い
て
構
造
改
革
特
別
区
域
法
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
三
条
　
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
章
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
十
八
条
第
二
項
中
「
同
法
第
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
」
と
、
「
又
は
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
構
造
改
革
特
別
区
域
法
」
と
、
同
法
第
二
十
五
条
第
四
項
中
「
場
合
、
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
、
総
合

特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
八
条
第
九
項
若
し
く
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
の
区
域
の
変
更
（
当
該
変
更
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
同
項
各
号
に
定
め
る
酒
類
の

製
造
免
許
を
受
け
た
者
の
当
該
製
造
免
許
に
係
る
酒
類
の
製
造
場
が
特
定
事
業
実
施
区
域
（
同
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
実
施
区
域
を
い
う
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
所
在
し
な
い
こ
と

と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
が
さ
れ
た
場
合
、
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
計
画
の
変
更
（
特
定
事
業
と
し
て
別
表
第
十
五
号
に
掲
げ
る
特
定
農
業
者
に
よ
る
特
定
酒
類
の
製
造
事
業
を
定
め
な

い
こ
と
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
認
定
が
あ
っ
た
場
合
、
第
一
項
」
と
、
同
法
第
二
十
六
条
第
四
項
中
「
場
合
、
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
、
総
合
特
別
区
域
法
第
八
条
第
九
項
若
し
く
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
戦
略
総
合

特
別
区
域
の
区
域
の
変
更
（
当
該
変
更
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
同
項
各
号
に
定
め
る
酒
類
の
製
造
免
許
を
受
け
た
者
の
当
該
製
造
免
許
に
係
る
酒
類
の
製
造
場
が
特
定
事
業
実
施
区
域
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
と
な

る
も
の
に
限
る
。
）
が
さ
れ
た
場
合
、
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
計
画
の
変
更
（
特
定
事
業
と
し
て
別
表
第
十
六
号
に
掲
げ
る
特
産
酒
類
の
製
造
事
業
を
定
め
な
い
こ
と
と
す
る
も
の
に
限

る
。
）
の
認
定
が
あ
っ
た
場
合
、
第
一
項
」
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
四
条
　
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
五
十
九
条
第
三
項
及
び
第
六
十
六
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

並
び
に
法
第
二
十
二
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
指
定
自
家
用
貨
物
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
指
定
自
家
用
貨
物
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
委
任
す
る
。

（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
計
画
に
つ
い
て
構
造
改
革
特
別
区
域
法
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
五
条
　
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
四
章
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
十
八
条
第
二
項
中
「
同
法
第
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
九
条
第
二
項
」
と
、
「
又
は
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
構
造
改
革
特
別
区
域
法
」
と
、
同
法
第
二
十
五
条
第
四
項
中
「
場
合
、
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
、
総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法

律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
一
条
第
九
項
若
し
く
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
の
区
域
の
変
更
（
当
該
変
更
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
同
項
各
号
に
定
め
る
酒
類
の
製
造
免
許
を
受
け
た
者
の

当
該
製
造
免
許
に
係
る
酒
類
の
製
造
場
が
特
定
事
業
実
施
区
域
（
同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
実
施
区
域
を
い
う
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）

が
さ
れ
た
場
合
、
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
計
画
の
変
更
（
特
定
事
業
と
し
て
別
表
第
十
五
号
に
掲
げ
る
特
定
農
業
者
に
よ
る
特
定
酒
類
の
製
造
事
業
を
定
め
な
い
こ
と
と
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
認
定
が
あ
っ
た
場
合
、
第
一
項
」
と
、
同
法
第
二
十
六
条
第
四
項
中
「
場
合
、
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
、
総
合
特
別
区
域
法
第
三
十
一
条
第
九
項
若
し
く
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域

の
区
域
の
変
更
（
当
該
変
更
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
同
項
各
号
に
定
め
る
酒
類
の
製
造
免
許
を
受
け
た
者
の
当
該
製
造
免
許
に
係
る
酒
類
の
製
造
場
が
特
定
事
業
実
施
区
域
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に

限
る
。
）
が
さ
れ
た
場
合
、
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
計
画
の
変
更
（
特
定
事
業
と
し
て
別
表
第
十
六
号
に
掲
げ
る
特
産
酒
類
の
製
造
事
業
を
定
め
な
い
こ
と
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）

の
認
定
が
あ
っ
た
場
合
、
第
一
項
」
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

1



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
一
二
日
政
令
第
二
六
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
総
合
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
九
月
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
六
日
政
令
第
三
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
水
防
法
及
び
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
〇
日
政
令
第
三
五
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
総
合
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
二
一
日
政
令
第
二
四
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
月
二
四
日
政
令
第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
一
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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